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(57)【要約】
【課題】　衝突物の大きさ、形状によらず、荷重を正確
に検出することのできる荷重センサを提供する。
【解決手段】　荷重センサ１は、弾性変形量が増加する
に従って電気抵抗が増加する弾性変形可能なセンサ薄膜
２１と、センサ薄膜２１に接続され電気抵抗を出力可能
な電極２２ａ、２２ｂと、センサ薄膜２１の一面の弾性
変形を拘束するようにセンサ薄膜２１に積層配置されて
いる拘束板２０と、センサ薄膜２１および拘束板２０の
いずれか一方側に積層配置され、入力された荷重で自身
が弾性変形することによりセンサ薄膜２１を曲げ変形さ
せる弾性板２７と、を有するセンサ素子２と、個々が同
じ曲率の曲面形状からなる複数の凸部を有し、入力され
た荷重が該凸部を介してセンサ素子２に伝達されるよう
にセンサ素子２の荷重入力面側に積層配置されている荷
重伝達板３と、を備える。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂またはエラストマーからなる母材と、該母材中に略単粒子状態でかつ高充填率で配
合されている球状の導電性フィラーと、を有し、弾性変形量が増加するに従って電気抵抗
が増加する弾性変形可能なセンサ薄膜と、
　該センサ薄膜に接続され該電気抵抗を出力可能な電極と、
　該センサ薄膜の一面の弾性変形を拘束するように該センサ薄膜に積層配置されている拘
束板と、
　該センサ薄膜および該拘束板のいずれか一方側に積層配置され、入力された荷重で自身
が弾性変形することにより該センサ薄膜を曲げ変形させる弾性板と、
を有するセンサ素子と、
　個々が同じ曲率の曲面形状からなる複数の凸部を有し、入力された荷重が複数の該凸部
を介して該センサ素子に伝達されるように該センサ素子の荷重入力面側に積層配置されて
いる荷重伝達板と、
を備え、
　該センサ薄膜の曲げ変形に基づく該電気抵抗の変化から、入力された荷重を検出する荷
重センサ。
【請求項２】
　前記荷重伝達板は、前記センサ薄膜および前記拘束板を介して前記弾性板と反対側に配
置されている請求項１に記載の荷重センサ。
【請求項３】
　前記荷重伝達板は、並置された複数の円柱部材からなり、
　前記凸部は、該円柱部材の外周面により形成されている請求項１または請求項２に記載
の荷重センサ。
【請求項４】
　前記センサ薄膜の膜厚は、１０μｍ以上５００μｍ以下である請求項１ないし請求項３
のいずれかに記載の荷重センサ。
【請求項５】
　前記センサ薄膜は、該センサ薄膜の形成成分を含むセンサ塗料から形成されている請求
項１ないし請求項４のいずれかに記載の荷重センサ。
【請求項６】
　前記センサ素子は、さらに、前記電極と接続されている導線を備え、
　前記センサ薄膜、該電極、および該導線は、前記拘束板の表面に印刷法により形成され
ている請求項５に記載の荷重センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力された荷重を検出する荷重センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の衝突等を検出する手段として、光ファイバを利用した荷重センサが用いられて
いる（例えば、特許文献１参照）。衝突により光ファイバが変形すると、当該光ファイバ
の一端から他端へ伝達される光の損失が大きくなる。この光損失の値に基づいて、衝突か
否かが判断される。しかし、光ファイバセンサの場合、曲面への配策は難しい。また、光
ファイバセンサを用いて衝突位置を検出しようとした場合、検出位置に応じて各々独立し
た発光源と受光源とが必要となる。このため、荷重センサ、ひいては乗員保護システムが
高価になってしまう。
【０００３】
　一方、本出願人は、エラストマー材料からなるセンサ本体を備えた変形センサを提案し
ている（例えば、特許文献２、３参照）。センサ本体は、母材となるエラストマー中に、
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球状の導電性フィラーが所定の状態で充填されてなる。センサ本体が弾性変形すると、弾
性変形量が増加するに従って電気抵抗が増加する。本変形センサによると、センサ本体の
電気抵抗の増加に基づいて、部材の変形や、その原因となる荷重の入力を検出することが
できる。
【特許文献１】特開２００７－１５３０７３号公報
【特許文献２】特開２００８－７０３２７号公報
【特許文献３】特開２００８－１０２０８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献２、３に記載された変形センサにより、センサ本体の圧縮変形に基づいて
荷重を検出しようとすると、センサ本体の厚さをある程度大きくしておく必要がある。セ
ンサ本体の厚さを大きくすると、センサ本体に使用する材料の量が多くなり、コスト高に
なる。加えて、センサ本体の製造において、印刷法等の生産性に優れた方法を採用しにく
い。これにより、電極、導線等のセンサ部品を集積化することが難しくなる。また、変形
センサ自体の薄膜化、小型化も難しくなる。
【０００５】
　また、上記変形センサによると、センサ本体の変形態様は、衝突物の大きさ、形状等に
より異なる。つまり、荷重の入力形態により、センサ本体には、圧縮や引っ張り等、様々
な応力が加わる。しかしながら、センサ本体における電気抵抗の増加挙動は、応力の種類
により異なる。つまり、圧縮に対する電気抵抗の増加挙動と、引っ張りに対する電気抵抗
の増加挙動と、は異なる。したがって、例えば、圧縮応力と引張応力とが混在する場合に
は、荷重の大きさに対して、電気抵抗が線形に変化しにくい。このため、荷重を正確に検
出することが難しい。
【０００６】
　また、センサ本体が曲げ変形する場合、入力された荷重値が同じでも、衝突物の形状、
すなわち曲率の大小により、曲げ変形の仕方が異なる。このため、衝突物の形状により、
荷重に対する電気抵抗の増加挙動が変化してしまう。したがって、荷重を正確に検出する
ことができないおそれがある。
【０００７】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、衝突物の大きさ、形状によら
ず、荷重を正確に検出することのできる荷重センサを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下の括弧内の番号は、請求項の番号に対応している。
【０００９】
　（１）本発明の荷重センサは、樹脂またはエラストマーからなる母材と、該母材中に略
単粒子状態でかつ高充填率で配合されている球状の導電性フィラーと、を有し、弾性変形
量が増加するに従って電気抵抗が増加する弾性変形可能なセンサ薄膜と、該センサ薄膜に
接続され該電気抵抗を出力可能な電極と、該センサ薄膜の一面の弾性変形を拘束するよう
に該センサ薄膜に積層配置されている拘束板と、該センサ薄膜および該拘束板のいずれか
一方側に積層配置され、入力された荷重で自身が弾性変形することにより該センサ薄膜を
曲げ変形させる弾性板と、を有するセンサ素子と、個々が同じ曲率の曲面形状からなる複
数の凸部を有し、入力された荷重が複数の該凸部を介して該センサ素子に伝達されるよう
に該センサ素子の荷重入力面側に積層配置されている荷重伝達板と、を備え、該センサ薄
膜の曲げ変形に基づく該電気抵抗の変化から、入力された荷重を検出することを特徴とす
る。
【００１０】
　センサ薄膜において、球状の導電性フィラーは、母材中に略単粒子状態で、かつ高充填
率で配合されている。「略単粒子状態」とは、導電性フィラーの全重量を１００重量％と
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した場合の５０重量％以上が、凝集した二次粒子としてではなく、単独の一次粒子の状態
で存在していることをいう。また、「高充填率」とは、導電性フィラーが最密充填に近い
状態で配合されていることをいう。このため、荷重が入力されていない状態（以下、適宜
「無荷重状態」と称す）において、センサ薄膜には、導電性フィラー同士の接触により、
三次元的な導電パスが形成されている。つまり、無荷重状態において、センサ薄膜は、高
い導電性を有する。一方、センサ薄膜が弾性変形すると、導電性フィラー同士の接触状態
が変化する。このため、弾性変形量が増加するに従って電気抵抗が増加する。センサ薄膜
を単独で使用した場合には、上述したように、圧縮、引っ張り等の弾性変形の態様により
、電気抵抗の増加挙動は異なる。
【００１１】
　本発明の荷重センサにおいて、センサ素子は、センサ薄膜に積層配置されている拘束板
を有する。拘束板により、センサ薄膜の一面の自由な弾性変形が規制される。このため、
荷重が加わると、センサ薄膜には曲げ変形が誘起される。特に、センサ薄膜の膜厚が小さ
い場合には、センサ薄膜の圧縮変形を、ほとんど無視することができる。このため、セン
サ薄膜の弾性変形は、曲げ変形が支配的となる。また、センサ素子は、センサ薄膜および
拘束板のいずれか一方側に積層配置されている弾性板を有する。荷重が加わると、弾性板
は圧縮され、荷重の入力方向に撓むように弾性変形する。弾性板の変形に伴い、センサ薄
膜は曲げ変形する。
【００１２】
　このように、センサ薄膜に、拘束板および弾性板を積層配置することにより、入力され
た荷重が、センサ薄膜の曲げ変形に変換される。したがって、本発明の荷重センサによる
と、センサ薄膜の主に曲げ変形に基づく電気抵抗の変化が出力される。これにより、荷重
の入力形態によらず、荷重を正確に検出することができる。
【００１３】
　また、弾性板の材質、形状（面積、厚さ）等を選択することにより、弾性板のばね定数
を容易に変化させることができる。つまり、荷重に対する弾性板の弾性変形量（撓み量）
を調整することができる。これにより、センサ薄膜の曲げ変形量に対する電気抵抗の値を
、所望の範囲内に設定することができる。また、本発明の荷重センサによると、入力され
た荷重の衝撃が、弾性板により吸収される。このため、荷重センサに対するダメージが軽
減される。また、弾性板の復元力により、荷重に対する応答の再現性も高い。
【００１４】
　また、本発明の荷重センサにおいて、センサ素子の荷重入力面側には、複数の凸部を有
する荷重伝達板が積層配置されている。入力された荷重は、荷重伝達板を介してセンサ素
子に伝達される。すなわち、入力された荷重は、複数の凸部により分割されてセンサ素子
に伝達される。凸部は所定の曲率の曲面形状からなる。このため、衝突物がどんな形状で
あっても、センサ素子には、予め決められた曲率で荷重が入力されることになる。したが
って、本発明の荷重センサによると、衝突物の形状に依存することなく、荷重を正確に検
出することができる。
【００１５】
　また、本発明の荷重センサによると、電極から出力される電気抵抗の変化を測定するだ
けで、荷重の検出が可能である。このため、検出回路を単純化することができる。ここで
、「電気抵抗を出力可能」とは、電気抵抗を直接あるいは間接的に出力可能なことをいう
。すなわち、直接、電極から電気抵抗を出力する場合は勿論、電圧や電流など電気抵抗に
関連する他の電気量を出力する場合を含む。
【００１６】
　また、センサ薄膜の母材は、樹脂またはエラストマーからなる。このため、本発明の荷
重センサは、加工性に優れ、形状設計の自由度が高い。よって、曲面等、形状が複雑な部
材に対しても、本発明の荷重センサを配置することができる。また、本発明の荷重センサ
を長尺状、あるいは面状に配置すれば、広範囲における荷重を容易に検出することができ
る。
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【００１７】
　（２）好ましくは、上記（１）の構成において、前記荷重伝達板は、前記センサ薄膜お
よび前記拘束板を介して前記弾性板と反対側に配置されている構成とするとよい。
【００１８】
　本構成において、荷重は、荷重伝達板→センサ薄膜および拘束板→弾性板の順に伝達さ
れる。したがって、弾性板が荷重入力方向へ撓むように弾性変形することにより、センサ
薄膜を曲げ変形させることができる。
【００１９】
　（３）好ましくは、上記（１）または（２）の構成において、前記荷重伝達板は、並置
された複数の円柱部材からなり、前記凸部は、該円柱部材の外周面により形成されている
構成とするとよい。
【００２０】
　円柱部材の外周面を利用すると、個々の凸部の形状を、同じ曲率の曲面形状に揃えやす
い。したがって、円柱部材を並列に配置するだけで、荷重伝達板を容易に形成することが
できる。また、円柱部材を並列に配置すると、センサ薄膜を一軸方向に延伸させることが
できる。このため、センサ薄膜の曲げ変形を誘起しやすい。
【００２１】
　（４）好ましくは、上記（１）ないし（３）のいずれかの構成において、前記センサ薄
膜の膜厚は、１０μｍ以上５００μｍ以下である構成とするとよい。
【００２２】
　センサ薄膜の膜厚が小さい程、センサ薄膜は圧縮変形しにくい。このため、本構成によ
ると、拘束板および弾性板による曲げ変形誘起効果を発揮させやすい。すなわち、本構成
において、センサ薄膜の弾性変形は、曲げ変形がより支配的となる。
【００２３】
　（５）好ましくは、上記（１）ないし（４）のいずれかの構成において、前記センサ薄
膜は、該センサ薄膜の形成成分を含むセンサ塗料から形成されている構成とするとよい。
【００２４】
　センサ塗料（液状のセンサ形成材料）を使用することにより、様々な形状、大きさのセ
ンサ薄膜を容易に得ることができる。また、金型による成形と比較して薄膜化が容易であ
る。よって、その分、材料費、加工費等を低減することができる。これにより、より安価
で小型の荷重センサを実現することができる。また、例えば、基材表面に予め電極、導線
等を形成しておき、その上にセンサ塗料を塗布することにより、電極、導線等のセンサ部
品の集積化も容易になる。
【００２５】
　（６）好ましくは、上記（５）の構成において、前記センサ素子は、さらに、前記電極
と接続されている導線を備え、前記センサ薄膜、該電極、および該導線は、前記拘束板の
表面に印刷法により形成されている構成とするとよい。
【００２６】
　センサ薄膜を拘束板の表面に形成することにより、センサ薄膜と拘束板とを容易に積層
し、一体化することができる。また、センサ薄膜に加えて、電極および導線を拘束板の表
面に形成することにより、センサ薄膜等のセンサ部品を集積化することができる。また、
センサ部品を印刷法で形成することにより、製造コストを低減することができる。このた
め、本構成は、量産化に好適である。
【００２７】
　また、印刷法によると、塗布する部分と塗布しない部分との塗り分けを、容易に行うこ
とができる。また、面積が大きくても、あるいは細線や複雑な形状の場合でも、センサ薄
膜を容易に形成することができる。なお、「拘束板の表面」とは、拘束板自体は勿論、拘
束板が絶縁フィルム等により被覆されている場合には、その表面をも含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
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　以下、本発明の荷重センサの実施形態について説明する。まず、本発明の荷重センサの
実施形態例を説明し、次に、センサ薄膜について詳述する。
【００２９】
　＜第一実施形態＞
　まず、本実施形態の荷重センサの構成について説明する。図１に、本実施形態の荷重セ
ンサの分解斜視図を示す。図２に、同荷重センサの前面図を示す。図３に、図１のＩＩＩ
－ＩＩＩ断面図を示す。なお、図１では、説明の便宜上、拘束板等を透過して示す。また
、図３では、説明の便宜上、拘束板、センサ薄膜等の厚さを強調して示す。図１～図３に
示すように、荷重センサ１は、センサ素子２と荷重伝達板３とを備えている。
【００３０】
　センサ素子２は、拘束板２０と、センサ薄膜２１と、電極２２ａ、２２ｂと、絶縁フィ
ルム２３と、カバーフィルム２４と、コネクタ２５と、導線２６ａ、２６ｂと、弾性板２
７と、からなる。センサ薄膜２１、電極２２ａ、２２ｂ、絶縁フィルム２３、カバーフィ
ルム２４、および導線２６ａ、２６ｂは、いずれも拘束板２０の下面（裏面）に、スクリ
ーン印刷法により形成されている。
【００３１】
　拘束板２０は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製であって、左右方向に延びる
帯状を呈している。拘束板２０の厚さは約１２５μｍである。拘束板２０の右端には、コ
ネクタ２５が取り付けられている。
【００３２】
　電極２２ａはセンサ薄膜２１の左端に、電極２２ｂはセンサ薄膜２１の右端に、各々配
置されている。詳しく説明すると、電極２２ａ、２２ｂは、共に、長方形状を呈しており
、拘束板２０とセンサ薄膜２１との間に介装されている。電極２２ａとコネクタ２５とは
導線２６ａにより、電極２２ｂとコネクタ２５とは導線２６ｂにより、各々、結線されて
いる。
【００３３】
　絶縁フィルム２３はアクリル樹脂製であって、左右方向に延びる帯状を呈している。絶
縁フィルム２３は、拘束板２０の下面において、電極２２ａ、２２ｂ以外の部分を覆うよ
うに配置されている。
【００３４】
　センサ薄膜２１は、左右方向に延びる帯状を呈している。センサ薄膜２１の膜厚は約２
５０μｍである。センサ薄膜２１は、拘束板２０の下面において、電極２２ａ、２２ｂお
よび絶縁フィルム２３の表面に配置されている。センサ薄膜２１は、エポキシ樹脂にカー
ボンビーズ（導電性フィラー）が略単粒子状態でかつ高充填率で配合されてなる。カーボ
ンビーズの充填率は、センサ薄膜２１の体積を１００ｖｏｌ％とした場合の約４５ｖｏｌ
％である。
【００３５】
　カバーフィルム２４は、アクリルゴム製であって、左右方向に延びる帯状を呈している
。カバーフィルム２４は、絶縁フィルム２３およびセンサ薄膜２１の表面を覆うように配
置されている。
【００３６】
　弾性板２７は、アクリルゴム製であって、左右方向に延びる平板状を呈している。弾性
板２７の厚さは約３ｍｍである。また、弾性板２７の幅（前後方向長さ）は、拘束板２０
の幅と略同じである。弾性板２７は、拘束板２０の下方に配置されている。弾性板２７と
カバーフィルム２４とは接着されている。
【００３７】
　荷重伝達板３は、左右方向に延びる平板状を呈している。荷重伝達板３は、弾性板２７
と略同じ大きさである。荷重伝達板３は、センサ素子２の上面に配置されている。荷重伝
達板３は、拘束板２０の上面に接着されている。荷重伝達板３は、フェノール樹脂製の複
数の円柱部材３０からなる。円柱部材３０の直径は全て約３ｍｍである。円柱部材３０は
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、その軸方向とセンサ薄膜２１の長手方向とが直交するように、左右方向に並置されてい
る。隣接する円柱部材３０同士は、互いに接着されている。個々の円柱部材３０の下側外
周面により、複数の凸部が形成されている。円柱部材３０（凸部）と拘束板２０とは、線
接触している。
【００３８】
　次に、荷重センサ１の動きについて説明する。荷重センサ１に上方から荷重が加わると
、荷重は荷重伝達板３の円柱部材３０により分割されて、センサ素子２に入力される。こ
れにより、拘束板２０およびセンサ薄膜２１は、一定の曲率の円柱部材３０（凸部）によ
り、押圧される。この際、センサ薄膜２１の膜厚は小さいため、センサ薄膜２１はほとん
ど圧縮変形しない。また、拘束板２０により、センサ薄膜２１の上面の弾性変形は規制さ
れる。また、入力された荷重により、弾性板２７は下方に圧縮変形する。これに伴い、セ
ンサ薄膜２１は、下方に撓むように曲げ変形する。センサ薄膜２１が曲げ変形すると、充
填されているカーボンビーズが反発し合い、導電パスが崩壊する。これにより、センサ薄
膜２１における電極２２ａ、２２ｂ間の電気抵抗値は、無荷重状態に対して大きくなる。
【００３９】
　次に、本実施形態の荷重センサ１の作用効果について説明する。本実施形態の荷重セン
サ１において、荷重は、荷重伝達板３の円柱部材３０により分割されて、センサ素子２に
入力される。円柱部材３０の下側外周面（凸部）は、所定の曲率の曲面形状からなる。こ
のため、センサ素子２には、衝突物の形状によらず、所定の曲率で荷重が入力される。
【００４０】
　また、センサ薄膜２１の膜厚は小さい。よって、荷重が加わった場合、センサ薄膜２１
はほとんど圧縮変形しない。一方、拘束板２０および弾性板２７により、センサ薄膜２１
の曲げ変形が誘起される。よって、入力された荷重は、センサ薄膜２１の曲げ変形に変換
される。このように、荷重センサ１によると、センサ薄膜２１の曲げ変形に基づく電気抵
抗の変化を測定することにより、衝突物の大きさ、形状によらず、荷重を正確に検出する
ことができる。
【００４１】
　また、荷重センサ１によると、同じ大きさの円柱部材３０を並列に配置して、荷重伝達
板３を容易に形成することができる。また、円柱部材３０の軸方向とセンサ薄膜２１の長
手方向とが直交するように、円柱部材３０を並置することにより、荷重が入力された場合
に、センサ薄膜２１が左右方向に延伸し、曲げ変形しやすい。
【００４２】
　また、荷重センサ１によると、入力された荷重の衝撃は、アクリルゴム製の弾性板２７
により吸収される。このため、荷重センサ１に対するダメージは少ない。また、弾性板２
７の復元力により、荷重に対する応答の再現性も高い。さらに、弾性板２７の材質、形状
（面積、厚さ）等を変更することにより、弾性板２７の圧縮ばね定数を変化させることが
できる。つまり、荷重に対する弾性板２７の圧縮変形量（撓み量）を調整することができ
る。これにより、センサ薄膜２１の曲げ変形量に対する電気抵抗の値を、所望の範囲内に
設定することができる。
【００４３】
　荷重センサ１を構成する荷重伝達板３、拘束板２０、センサ薄膜２１、弾性板２７は、
いずれも樹脂またはエラストマー製である。このため、荷重センサ１は、加工性に優れ、
形状設計の自由度が高い。また、曲面等、形状が複雑な部材に対しても、荷重センサ１を
配置することができる。
【００４４】
　荷重センサ１によると、センサ薄膜２１、電極２２ａ、２２ｂ等のセンサ部品が、全て
印刷法で形成されている。このため、製造工程を単純化することができる。また、製造時
間を短縮することができる。また、センサ部品の集積化が容易になるため、量産化しやす
い。また、センサ部品を拘束板２０の裏面に印刷することにより、拘束板２０とセンサ薄
膜２１等とを一体的に形成することができる。これにより、センサ素子２を薄膜化するこ
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とができ、ひいては、荷重センサ１を小型化することができる。
【００４５】
　＜第二実施形態＞
　本実施形態の荷重センサと第一実施形態の荷重センサとの相違点は、荷重伝達板の構成
である。したがって、ここでは相違点についてのみ説明する。図４に、本実施形態の荷重
センサの前面図を示す。図２と対応する部位については、同じ符号で示す。図４に示すよ
うに、荷重センサ１は、センサ素子２と荷重伝達板３とを備えている。
【００４６】
　荷重伝達板３は、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）樹脂製であり、
左右方向に延びる平板状を呈している。荷重伝達板３は、センサ素子２の上面に配置され
ている。荷重伝達板３は、拘束板２０の上面に接着されている。荷重伝達板３の上面は平
面３１からなり、下面は波状面３２からなる。波状面３２は、個々が同じ曲率の曲面形状
からなる複数の凸部３２０からなる。凸部３２０と拘束板２０とは、線接触している。
【００４７】
　本実施形態の荷重センサ１は、第一実施形態の荷重センサと共通する部分については、
第一実施形態の荷重センサと同様の作用効果を奏する。また、本実施形態の荷重センサ１
によると、樹脂の成形により、連続した複数の凸部３２０を有する荷重伝達板３を、容易
に製造することができる。また、凸部３２０の形状（曲率）、数等を容易に変更すること
ができる。例えば、凸部３２０の曲率を変更することにより、凸部３２０の押圧に対する
センサ薄膜の曲げ変形量を調整することができる。すなわち、荷重の検出感度を調整する
ことができる。また、凸部３２０の数を多くすることにより、衝突物により加えられた荷
重を、もれなくセンサ薄膜の曲げ変形に変換させることができる。これにより、荷重をよ
り正確に検出することができる。
【００４８】
　＜第三実施形態＞
　本実施形態の荷重センサと第一実施形態の荷重センサとの相違点は、荷重伝達板の構成
である。したがって、ここでは相違点についてのみ説明する。図５に、本実施形態の荷重
センサにおける荷重伝達板の下面図を示す。図６に、図５のＶＩ－ＶＩ断面図を示す。
【００４９】
　図５、図６に示すように、荷重伝達板３は、左右方向に延びる平板状を呈している。荷
重伝達板３は、ステンレス鋼製の複数の球体３３が、ウレタンゴム製のゴム部３４に埋設
されるように配置されてなる。球体３３は、ゴム部３４中に平面状に敷き詰められている
。下面（荷重出力面）に表出している球体３３の球面により、複数の凸部が形成されてい
る。荷重伝達板３は、センサ素子の拘束板の上面に接着されている。球体３３（凸部）と
拘束板とは、点接触している。
【００５０】
　本実施形態の荷重センサは、第一実施形態の荷重センサと共通する部分については、第
一実施形態の荷重センサと同様の作用効果を奏する。また、本実施形態の荷重センサによ
ると、凸部が球面からなる。すなわち、凸部と拘束板とが点接触している。このため、入
力された荷重の大きさを検出できるだけでなく、荷重分布をも検出しやすい。
【００５１】
　＜その他＞
　以上、本発明の荷重センサの実施の形態について説明した。しかしながら、実施の形態
は上記形態に特に限定されるものではない。当業者が行いうる種々の変形的形態、改良的
形態で実施することも可能である。
【００５２】
　例えば、上記実施形態では、いずれもセンサ素子の拘束板側に荷重伝達板を配置した。
しかし、荷重伝達板を、弾性板側に配置してもよい。この場合、荷重は、荷重伝達板およ
び弾性板を介して、センサ薄膜に入力される。また、絶縁フィルム、カバーフィルムの材
質は、絶縁材料であれば特に限定されるものではない。絶縁フィルムやカバーフィルムを
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配置しなくてもよい。電極の数、配置場所についても適宜設定すればよい。
【００５３】
　上記実施形態では、センサ薄膜等のセンサ部品を拘束板の表面に印刷した。しかし、セ
ンサ薄膜、電極等の形成方法は、印刷法に限定されるものではない。例えば、塗料から形
成する方法として、ディップ法、スプレー法、バーコート法等を採用してもよい。また、
塗料からではなく、センサ部品を別途準備して、拘束板に取り付けてもよい。例えば、金
型でプレス成形したセンサ薄膜を、拘束板に貼着してもよい。
【００５４】
　拘束板は、センサ薄膜の一面の弾性変形を拘束できるものであればよい。上記実施形態
のＰＥＴの他、ポリイミド、ポリエチレン、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）等の屈
曲性を有する樹脂フィルムが好適である。拘束板の厚さは、例えば、１０μｍ以上５００
μｍ以下とすることが望ましい。
【００５５】
　弾性板は、弾性を有する材料から形成されていればよい。上記実施形態のアクリルゴム
の他、天然ゴム（ＮＲ）、イソプレンゴム（ＩＲ）、ブタジエンゴム（ＢＲ）、アクリロ
ニトリル－ブタジエン共重合ゴム（ＮＢＲ）、スチレン－ブタジエン共重合ゴム（ＳＢＲ
）、エチレン－プロピレン共重合ゴム［エチレン－プロピレン共重合体（ＥＰＭ）、エチ
レン－プロピレン－ジエン三元共重合体（ＥＰＤＭ）等］、ブチルゴム（ＩＩＲ）、ハロ
ゲン化ブチルゴム（Ｃｌ－ＩＩＲ、Ｂｒ－ＩＩＲ等）、水素化ニトリルゴム（Ｈ－ＮＢＲ
）、クロロプレンゴム（ＣＲ）、クロロスルフォン化ポリエチレンゴム（ＣＳＭ）、ヒド
リンゴム、シリコーンゴム、フッ素ゴム、ウレタンゴム、合成ラテックス等のゴムが好適
である。また、スチレン系、オレフィン系、ウレタン系、ポリエステル系、ポリアミド系
、フッ素系等の各種熱可塑性エラストマー、およびこれらの誘導体を使用してもよい。
【００５６】
　弾性板の厚さは、例えば、０．５ｍｍ以上１０ｍｍ以下とすることが望ましい。センサ
薄膜の曲げ変形量に対する電気抵抗の増加挙動を考慮して、弾性板の材質、形状（面積、
厚さ）等を選択すればよい。
【００５７】
　荷重伝達板の材質、大きさ等は、特に限定されるものではない。例えば、軽量で剛性が
大きく、加工しやすい等の観点から、樹脂製の荷重伝達板が望ましい。また、荷重伝達板
の凸部の形状も、所定の曲率の曲面形状を呈していれば、特に限定されるものではない。
例えば上記第一実施形態では、円柱部材を使用したが、円柱部材以外にも、円筒や楕円柱
等の部材を使用してもよい。また、第三実施形態では、球体を使用したが、球体は、中空
でも中実でも構わない。
【００５８】
　凸部の曲率が大きいほど、凸部の押圧によるセンサ薄膜の曲げ変形量が大きくなる。し
たがって、荷重の検出感度を向上させることができる。また、凸部の数は、想定される衝
突物の大きさ、形状等を考慮して適宜決定すればよい。凸部の数が多いほど、衝突物の形
状を細かく分割することができる。このため、衝突物により加えられた荷重を、もれなく
センサ薄膜の曲げ変形に変換させることができる。その結果、荷重を正確に検出すること
ができる。
【００５９】
　センサ薄膜の形状、大きさ等は特に限定されるものではない。これらは、荷重センサの
用途等に応じて適宜決定すればよい。例えば、センサ薄膜の膜厚は、荷重センサの小型化
、薄型化等の観点から、膜厚を１０μｍ以上５００μｍ以下とすることが望ましい。２５
０μｍ以下がより好適である。センサ薄膜の膜厚を小さくすると、拘束板および弾性板に
よる曲げ変形誘起の効果が発揮されやすい。以下、センサ薄膜の構成および製造方法につ
いて説明する。
【００６０】
　＜センサ薄膜＞
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　センサ薄膜は、樹脂またはエラストマーからなる母材と、該母材中に略単粒子状態でか
つ高充填率で配合されている球状の導電性フィラーと、を有する。母材は、樹脂およびエ
ラストマーの中から、導電性フィラーとの相溶性等を考慮して、適宜選択すればよい。特
に、センサ塗料からセンサ薄膜を形成する場合には、塗料化が可能な材料を選択すること
が望ましい。すなわち、自身が液状の材料、あるいは溶剤等に可溶な材料を選択するとよ
い。
【００６１】
　例えば、熱可塑性樹脂として、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ
塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリビニルアセテート（ＰＶＡｃ）、ポ
リテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（Ａ
ＢＳ）樹脂、アクリル樹脂、ポリアミド（ＰＡ）、ポリアセタール（ＰＯＭ）、ポリカー
ボネート（ＰＣ）、ポリフェニレンオキシド（ＰＰＯ）、ポリエチレンテレフタレート（
ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、非晶質フッ素樹脂、非晶質ポリエス
テル樹脂、フェノキシ樹脂等が挙げられる。なかでも、溶剤に可溶であるという理由から
、ポリアミド、非晶質フッ素樹脂、非晶質ポリエステル樹脂、フェノキシ樹脂等が好適で
ある。
【００６２】
　また、熱硬化性樹脂として、エポキシ樹脂、アルキド樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹
脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン、ポリイミド等が挙げられる
。なかでも、エポキシ樹脂が好適である。エポキシ樹脂の硬化前樹脂には、比較的低粘度
の液状のものが多い。よって、溶剤を使用せずに塗料化可能である。また、導電性フィラ
ーとの相溶性も良好である。このため、導電性フィラーを、略単粒子状態でかつ高充填率
で配合しやすい。エポキシ樹脂としては、ビスフェノール型エポキシ樹脂（Ａ型、Ｆ型、
ＡＤ型）、脂環式エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、多価アルコール類とエピク
ロルヒドリンとを反応させて得られるポリグリシジルエーテル等が挙げられる。
【００６３】
　また、エラストマーは、ゴムおよび熱可塑性エラストマーから適宜選択することができ
る。例えば、ゴムとしては、天然ゴム（ＮＲ）、イソプレンゴム（ＩＲ）、ブタジエンゴ
ム（ＢＲ）、アクリロニトリル－ブタジエン共重合ゴム（ＮＢＲ）、スチレン－ブタジエ
ン共重合ゴム（ＳＢＲ）、エチレン－プロピレン共重合ゴム［エチレン－プロピレン共重
合体（ＥＰＭ）、エチレン－プロピレン－ジエン三元共重合体（ＥＰＤＭ）等］、ブチル
ゴム（ＩＩＲ）、ハロゲン化ブチルゴム（Ｃｌ－ＩＩＲ、Ｂｒ－ＩＩＲ等）、水素化ニト
リルゴム（Ｈ－ＮＢＲ）、クロロプレンゴム（ＣＲ）、アクリルゴム（ＡＲ）、クロロス
ルフォン化ポリエチレンゴム（ＣＳＭ）、ヒドリンゴム、シリコーンゴム、フッ素ゴム、
ウレタンゴム、合成ラテックス等が挙げられる。また、熱可塑性エラストマーとしては、
スチレン系、オレフィン系、ウレタン系、ポリエステル系、ポリアミド系、フッ素系等の
各種熱可塑性エラストマー、およびこれらの誘導体が挙げられる。なかでも、導電性フィ
ラーとの相溶性が良好なＥＰＤＭ、ＮＢＲ、シリコーンゴムが好適である。また、液状Ｉ
Ｒ、液状ＢＲ、ＲＴＶ型（室温硬化型）シリコーンゴムは、硬化前に液状であり、溶剤を
使用せずに塗料化可能である点で、好適である。
【００６４】
　導電性フィラーは、導電性を有する球状の粒子であれば、特に限定されるものではない
。例えば、炭素材料、金属等の微粒子が挙げられる。これらのうち、一種を単独で、ある
いは二種以上を併せて用いることができる。また、「球状」には、真球、略真球状は勿論
、楕円球状、長円球状（一対の対向する半球を円柱で連結した形状）、部分球状、部分毎
に半径の異なる球状、水滴形状等が含まれる。例えば、導電性フィラーのアスペクト比（
短辺に対する長辺の比）は、１以上２以下の範囲が望ましい。アスペクト比が２より大き
くなると、導電性フィラー同士の接触により一次元的な導電パスが形成され易いからであ
る。特に、母材中の導電性フィラーの充填状態を、より最密充填状態に近づけるという観
点から、導電性フィラーとして、真球あるいは極めて真球に近い形状（略真球状）の粒子
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を採用するとよい。
【００６５】
　また、導電性フィラーの充填率は、センサ薄膜の全体の体積を１００ｖｏｌ％とした場
合の３０ｖｏｌ％以上であることが望ましい。３０ｖｏｌ％未満の場合には、導電性フィ
ラーが最密充填に近い状態で配合されにくく、所望の導電性が発現しない。また、センサ
薄膜の弾性変形に対する電気抵抗の変化が緩慢になり、電気抵抗の増加挙動を制御するこ
とが難しくなる。３５ｖｏｌ％以上であるとより好適である。反対に、導電性フィラーの
充填率は、センサ薄膜の全体の体積を１００ｖｏｌ％とした場合の６５ｖｏｌ％以下であ
ることが望ましい。６５ｖｏｌ％を超えると、センサ薄膜が弾性変形しにくくなる。また
、母材への混合が困難となり、成形加工性が低下する。さらに、センサ塗料を調製しにく
くなる。５５ｖｏｌ％以下であるとより好適である。
【００６６】
　母材中、導電性フィラーは、できるだけ凝集せず一次粒子の状態で存在することが望ま
しい。よって、導電性フィラーを選択する際には、平均粒子径や母材との相溶性等を考慮
するとよい。例えば、一次粒子の状態で存在する導電性フィラーの平均粒子径は、０．０
５μｍ以上１００μｍ以下であることが望ましい。０．０５μｍ未満の場合には、凝集し
て二次粒子を形成し易い。０．５μｍ以上、さらには１μｍ以上であると好適である。反
対に、平均粒子径が１００μｍを超えると、弾性変形による導電性フィラーの並進運動（
平行運動）が、粒子径に比べて相対的に小さくなり、弾性変形に対する電気抵抗の変化が
緩慢となる。また、センサ薄膜の膜厚を小さくしにくくなる。６０μｍ以下、さらには３
０μｍ以下であると好適である。なお、平均粒子径としては、導電性フィラーの累積粒度
曲線において積算重量が５０％となる粒子径（Ｄ５０）を採用する。
【００６７】
　導電性フィラーとしては、例えば、カーボンビーズが好適である。カーボンビーズは、
導電性が良好で、比較的安価である。また、略真球状を呈しているため、高充填率で配合
することができる。具体的には、大阪ガスケミカル社製のメソカーボンマイクロビーズ［
ＭＣＭＢ６－２８（平均粒子径約６μｍ）、ＭＣＭＢ１０－２８（平均粒子径約１０μｍ
）、ＭＣＭＢ２５－２８（平均粒子径約２５μｍ）］、日本カーボン社製のカーボンマイ
クロビーズ：ニカビーズ（登録商標）ＩＣＢ、ニカビーズＰＣ、ニカビーズＭＣ、ニカビ
ーズＭＳＢ［ＩＣＢ０３２０（平均粒子径約３μｍ）、ＩＣＢ０５２０（平均粒子径約５
μｍ）、ＩＣＢ１０２０（平均粒子径約１０μｍ）、ＰＣ０７２０（平均粒子径約７μｍ
）、ＭＣ０５２０（平均粒子径約５μｍ）］、日清紡社製のカーボンビーズ（平均粒子径
約１０μｍ）等が挙げられる。
【００６８】
　センサ薄膜は、例えば、次のようにして製造することができる。母材に熱可塑性樹脂を
選択した場合には、加熱溶融した熱可塑性樹脂に、導電性フィラー、必要に応じて添加剤
を加えて混合した後、プレス成形、射出成形等を行う。また、母材に熱硬化性樹脂を選択
した場合には、硬化前樹脂に、硬化剤、必要に応じて添加剤を加えて混合した後、プレス
成形等により硬化させる。一方、母材にエラストマーを選択した場合は、まず、エラスト
マーに、加硫助剤、軟化剤等の添加剤を添加して、混練りする。続いて、導電性フィラー
を加えて混練りした後、さらに、架橋剤、加硫促進剤を加えて混練りし、エラストマー組
成物とする。次に、エラストマー組成物をシート状に成形し、それを金型に充填してプレ
ス加硫する。
【００６９】
　また、センサ薄膜の膜厚を小さくするためには、センサ塗料から形成することが望まし
い。すなわち、まず、樹脂またはエラストマー等の母材の形成成分を含むセンサ塗料を調
製する。次に、調製したセンサ塗料を、拘束板等の基材に塗布し、乾燥させる。なお、熱
硬化樹脂を使用した場合は、センサ塗料を塗布した後、硬化させればよい。また、エラス
トマーを使用した場合は、乾燥と同時に、あるいは乾燥後に、架橋反応を進行させればよ
い。
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【００７０】
　センサ塗料の塗布方法は、種々の方法を採用することができる。例えば、インクジェッ
ト印刷、フレキソ印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷、パッド印刷、リソグラフィー等
の印刷法の他、ディップ法、スプレー法、バーコート法等が挙げられる。例えば、印刷法
を採用すると、塗布する部分と塗布しない部分との塗り分けを、容易に行うことができる
。また、大きな面積、細線、複雑な形状の印刷も容易である。さらに、センサ薄膜、電極
、導線を同様の方法で形成することができるため、センサ部品を集積化しやすい。印刷法
の中でも、高粘度の塗料も使用可能であり、塗膜厚さの調整が容易であるという理由から
、スクリーン印刷法が好適である。
【実施例】
【００７１】
　上記第一実施形態の荷重センサ（前出図１～図３参照）と同じ構成の荷重センサを製造
し、荷重に対する応答性を評価した。以下、順に説明する。
【００７２】
　（１）荷重センサの製造
　まず、センサ薄膜形成用のセンサ塗料を、次のようにして調製した。エポキシ樹脂の硬
化前樹脂（日本ペルノックス社製「ペルノックス（登録商標）ＭＥ－５６２」；液状）１
００重量部と、硬化剤（日本ペルノックス社製「ペルキュア（登録商標）ＨＶ－５６２；
液状）１００重量部と、カーボンビーズ（日本カーボン社製「ニカビーズＩＣＢ０５２０
」、平均粒子径約５μｍ）２００重量部と、を羽根攪拌により混合し、センサ塗料を得た
。
【００７３】
　次に、カバーフィルム用塗料を、次のようにして調製した。アクリルゴムポリマー（日
本ゼオン社製「ニポール（登録商標）ＡＲ５１」）１００重量部と、加硫助剤のステアリ
ン酸（花王社製「ルナック（登録商標）Ｓ３０」）１重量部と、加硫促進剤のジメチルジ
チオカルバミン酸亜鉛（大内新興化学社製「ノクセラー（登録商標）ＰＺ」）２．５重量
部、およびジメチルジチオカルバミン酸第二鉄（大内新興化学社製「ノクセラーＴＴＦＥ
」）０．５重量部と、をロール練り機にて混合し、エラストマー組成物を調製した。調製
したエラストマー組成物を、印刷用溶剤のエチレングリコールモノブチルエーテルアセテ
ート３１２重量部に溶解させて、カバーフィルム用塗料を得た。
【００７４】
　また、電極、導線用の導線性塗料には、藤倉化成社製「ドータイト（登録商標）ＦＡ－
３１２」を使用した。絶縁フィルム用塗料には、太陽インキ製造社製「ＦＣ－ＨＡＲＤ　
ＵＶＣＦ－５３５Ｇ」を使用した。
【００７５】
　各々の塗料を、ＰＥＴ製の拘束板（東レ社製「ルミラー（登録商標）Ｓ５６」、厚さ１
２５μｍ）の表面にスクリーン印刷した。スクリーン印刷には、テーブルスライド式半自
動印刷機（東海精機社製「ＳＳＡ－ＰＣ６６０ＩＰ」）を使用した。
【００７６】
　具体的には、まず、印刷機に、拘束板および版をセットした。版上に導電性塗料を載せ
た後、版上でスキージを走査させ、拘束板の表面に電極および導線を印刷した。その後、
拘束板を約１４０℃の乾燥炉内に約３０分間静置して、塗膜を硬化させた。なお、本実施
例では、電極等の酸化や腐食を防止するため、印刷された電極等の表面に、カーボン塗料
（藤倉化成社製「ドータイトＦＣ－４０４ＣＡ」）を上記同様に印刷した。印刷後、拘束
板を約１５０℃の乾燥炉内に約３０分間静置して、塗膜を硬化させた。続いて、印刷機に
、電極等が形成された拘束板および版をセットした。版上に絶縁フィルム用塗料を載せた
後、版上でスキージを走査させ、印刷された電極を除いた拘束板の表面に、絶縁フィルム
を印刷した。その後、拘束板を紫外線（ＵＶ）乾燥機(群翔社製「ＧＵＣ－２９０Ｍ」）
に入れ、塗膜を硬化させた。次に、印刷機に、電極等が形成された拘束板および版をセッ
トした。版上にセンサ塗料を載せた後、版上でスキージを走査させ、印刷された電極、絶
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縁フィルムの表面に、センサ薄膜を印刷した（塗膜の長さ約２６０ｍｍ、幅約１３ｍｍ、
厚さ約２５０μｍ）。拘束板を乾燥炉内に入れ、約１４０℃で１時間保持して塗膜を一次
硬化させた後、約１６０℃で１時間保持して塗膜を二次硬化させた。最後に、印刷機に、
センサ薄膜等が形成された拘束板および版をセットした。版上にカバーフィルム用塗料を
載せた後、版上でスキージを走査させ、印刷されたセンサ薄膜等の表面に、カバーフィル
ムを印刷した。その後、拘束板を約１５０℃の乾燥炉内に約３０分間静置して、塗膜を硬
化させた。
【００７７】
　次に、弾性板を製造した。アクリルゴムポリマー（デュポン社製「ＶＡＭＡＣ（登録商
標）　Ｄ－Ｐ」）１００重量部と、架橋剤のα，α’－ビス（ｔ－ブチルペロキシ）ジイ
ソプロピルベンゼン（日本油脂社製「ペロキシモンＦ－４０」）８．５重量部と、共架橋
剤のトリアリルイソシアヌレート（日本化成社製「ＴＡＩＣ（登録商標）」）６重量部と
、補強剤のＦＥＦカーボンブラック（東海カーボン社製「シーストＳＯ」）４０重量部と
、をロール練り機にて混合し、ゴム組成物を調製した。調製したゴム組成物を、金型に充
填し、１７０℃で３０分間プレス加硫することにより、弾性板を得た。弾性板の大きさは
、長さ約２６０ｍｍ、幅約１３ｍｍ、厚さ約３ｍｍとした。
【００７８】
　次に、荷重伝達板を製造した。フェノール樹脂から成形された円柱部材（直径３ｍｍ、
長さ１３ｍｍ）を、８６個並列に配置して接着し、荷重伝達板とした。
【００７９】
　製造した弾性板の上面に、センサ薄膜等が形成された拘束板を、カバーフィルム側を下
にして積層して接着し、センサ素子とした。さらに、センサ素子の拘束板の上面に、荷重
伝達板を載置して接着し、荷重センサを得た。
【００８０】
　（２）荷重センサの応答性評価
　製造した荷重センサについて、荷重に対する電気抵抗の変化を測定した。測定は次のよ
うにして行った。図７に、実験装置の概略図を示す。図７に示すように、荷重センサ１を
、荷重伝達板３を上にしてステンレス鋼製のステージ４０に載置した。荷重センサ１の上
方には、長方形の押圧面を有するステンレス鋼製の押圧ジグ４１を配置した。押圧ジグ４
１としては、押圧面積の異なる二種類を準備した。一つは、幅１３ｍｍ、長さ５０ｍｍと
し、もう一つは、同じ幅で長さを１００ｍｍとした。各々の押圧ジグ４１を下方に移動さ
せて、荷重センサ１に所定の荷重を入力し、荷重センサ１から出力される電気抵抗の変化
を測定した。測定は、一つの押圧ジグ４１につき、二回行った。
【００８１】
　図８に、荷重に対する電気抵抗の測定結果を示す。図８中、押圧面積が小さい押圧ジグ
による結果を太線で、押圧面積が大きい押圧ジグによる結果を細線で示す。図８の縦軸の
電気抵抗比は、初期（無荷重状態）の電気抵抗値（Ｒ０）に対する、荷重入力時の電気抵
抗値（Ｒ）の比である［電気抵抗比＝Ｒ／Ｒ０］。
【００８２】
　図８に示すように、押圧ジグの押圧面積（荷重面積）の大小により、電気抵抗の増加挙
動にほとんど違いは見られなかった。すなわち、荷重面積に依存することなく、荷重を検
出できることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明の荷重センサは、自動車等の衝突センサ、着座センサ、人工皮膚等のソフトな面
圧センサ、キーボード等の情報入力デバイス、ベッドやカーペット用の面圧分布センサ等
、様々な用途に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の第一実施形態の荷重センサの分解斜視図である。
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【図２】同荷重センサの前面図である。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ断面図である。
【図４】本発明の第二実施形態の荷重センサの前面図である。
【図５】本発明の第三実施形態の荷重センサにおける荷重伝達板の下面図である。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ断面図である。
【図７】実施例における実験装置の概略図である。
【図８】実施例の荷重センサの荷重に対する電気抵抗の変化を示すグラフである。
【符号の説明】
【００８５】
１：荷重センサ
２：センサ素子
２０：拘束板　２１：センサ薄膜　２２ａ、２２ｂ：電極　２３：絶縁フィルム
２４：カバーフィルム　２５：コネクタ　２６ａ、２６ｂ：導線　２７：弾性板
３：荷重伝達板
３０：円柱部材　３１：平面　３２：波状面　３２０：凸部　３３：球体　３４：ゴム部
４０：ステージ　４１：押圧ジグ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】



(17) JP 2010-54296 A 2010.3.11

フロントページの続き

(72)発明者  橋本　和信
            愛知県小牧市東三丁目１番地　東海ゴム工業株式会社内
(72)発明者  加藤　錬太郎
            愛知県小牧市東三丁目１番地　東海ゴム工業株式会社内


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

